
○ 都市再生緊急整備地域（全国59地域を指定）の協議会（国、関係地方公共団体、都市開発事業者、公共公益施設
管理者等（鉄道事業者、大規模ビルの所有者・テナント等を追加）からなる官民協議会）が、大規模な地震の発生に備え、
・ 退避経路、退避施設、備蓄倉庫、等（都市再生安全確保施設）の整備・管理
・ 退避施設への誘導、災害情報・運行再開見込み等の交通情報の提供、備蓄物資の提供、避難訓練
等について定めた計画（都市再生安全確保計画）を作成できることとする。

○ 計画に記載された事業等の実施主体は、計画に従って事業等を実施。

都市における大規模地震発生時の安全を確保

法案の概要

都市再生安全確保計画の作成、計画に記載された事業等の実施に対し予算支援

◆ 東日本大震災の際に、管理者の異なる様々な施設が集積する大都市の交通結節点周辺等のエリアにおいて、避難者・帰宅
困難者等による大きな混乱が発生。

◆ 首都直下地震等の大規模な地震が発生した場合には、建物損壊、交通機関のマヒ等により、甚大な人的・物的被害が想定。

⇒ 官民の連携によるハード･ソフト両面にわたる都市の安全確保策が必要

都市再生安全確保計画制度の創設

国地方公共団体 都市開発事業者、
鉄道事業者等

官民の役割分担の
下に計画を作成

大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備
協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる。

背 景

都市再生特別措置法の一部を改正する法律（平成２４年７月１日施行）

・建築確認、耐震改修等の認定等手続を一本化

耐震改修等の促進

耐震改修

・鉄道駅、オフィスビル等に退避施設を確保（数日間滞在）
・退避施設の協定（承継効付き）により関係者による継続的な管理を担保

退避施設の確保

・災害情報、交通情報等の提供

情報提供
・平常時からの訓練
避難訓練

・地震発生時に、鉄道駅やビルから円滑に誘導・誘導のための情報発信設備を整備
・退避経路の協定（承継効付き）により関係者による継続的な管理を担保

一時退避の誘導と経路の確保
・計画に記載された備蓄倉庫等の部分を容積率不算入
・地方公共団体との管理協定（承継効付き）により継続的な管理を担保
・都市公園に備蓄倉庫等を設置する際の占用許可手続を迅速化

備蓄倉庫等の確保
＊下線は法律の特例

備蓄倉庫

都市公園
の活用

退避施設

退避施設の確保

避難訓練

・災害時も業務継続可能なエネルギー供給ネットワーク等を整備
・非常用電気等供給施設の協定（承継効付き）により継続的な管理を担保

非常用電気等供給施設の整備


